
令和７年１１月２５日制定 

 

京都市省エネ家電への買換え促進事業補助金実施要領 

 

１ 目的 

  この実施要領は、京都市省エネ家電への買換え促進事業補助金交付要綱（以下

「交付要綱」という。）第２条に掲げる補助事業の実施に関して、交付要綱の定め

によるほか、必要な細目等を定めることを目的とする。 

 

２ 事業内容 

  京都市省エネ家電への買換え促進事業補助金（以下「補助金」という。）の交付

決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金を活用して、省エネ性

能が高い空調機器又は電気冷蔵庫（以下「省エネ家電」という。）への買換えに対

する補助金（以下「間接補助金」という。）を交付する事業（以下「補助事業」と

いう。）を実施するものとする。 

 

３ 間接補助金の交付事業 

 ⑴ 交付の対象となる事業の要件及び経費 

   間接補助金の交付の対象となる事業（以下「間接補助事業」という。）の要件    

は、以下のア～エのとおりとし、補助事業者は、補助金の範囲内において間接

補助金を交付する。 

  ア 京都市内に所在する住宅に既に設置されている空調機器又は電気冷蔵庫

を間接補助金の交付の対象となる省エネ家電（以下「間接補助対象機器」と

いう。）に買い換えるものであること。 

  イ 間接補助対象機器は、商用化され、導入実績があるものであること。また、

中古機器は原則、対象外とする。 

  ウ 間接補助対象機器は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへ

の転換等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）に基づくエアコンディシ

ョナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事

業者等の判断の基準等（平成２１年経済産業省告示第２１３号）に掲げる基

準を達成した空調機器及び電気冷蔵庫のエネルギー消費性能の向上に関す

るエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等（平成２５年経済産業

省告示第３４号）に掲げる基準を達成した電気冷蔵庫とする。 

  エ その他市長が必要と認める事項 

 ⑵ 間接補助金の交付の対象者 

   間接補助金の交付の対象となる者は、次に掲げるとおりとする。 

  ア 京都市内に所在する住宅に自ら居住する者（イと共同で間接補助事業を実    

施する場合に限る。） 

  イ 京都市内に所在する店舗であって、間接補助対象機器を対面により販売し、

かつ、買換え前の機器の処分に係る手続きを行うことができ、補助事業者が

定めた方法により登録された店舗（アと共同で間接補助事業を実施する場合

に限る。） 



  ウ 以下の(ｱ)～(ｹ)に該当しない者 

(ｱ) 既に納期が到達している国税及び地方税の未納滞納者 

(ｲ) 役員等（個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又は事業

所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認めら

れる者 

(ｳ) 暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者  

(ｴ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認

められる者 

(ｵ) 役員等が暴力団及び暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的或いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与

していると認められる者 

(ｶ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められる者 

(ｷ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方

が(ｲ)～(ｶ)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結

したと認められる者 

(ｸ) (ｲ)～(ｶ)のいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約

の相手方とした場合に、補助事業者が当該契約の解除を求めたにもかかわ

らず、これに従わない者 

(ｹ) 公序良俗に反する活動を行う者、その他執行団体が適当でないと認める者 

 ⑶ 間接補助金の交付額 

  ア 空調機器 

  冷房能力によって、次のとおりとする。 

(ｱ) １２畳用未満（～２．８kW）の機器 １５，０００円 

(ｲ) １２畳用以上（３．６kW～）の機器 ２０，０００円 

  イ 電気冷蔵庫 

  容量によって、次のとおりとする。 

(ｱ) ３５０Ｌ未満の機器 ８，０００円 

(ｲ) ３５０Ｌ以上、４５０Ｌ未満の機器 １５，０００円 

(ｳ) ４５０Ｌ以上の機器 ２０，０００円 

 ⑷ 補助事業の実施体制 

補助事業者は、補助事業の適正かつ円滑な実施のため、次のア～オに掲げる

事項を適切に行うための体制を整えなければならない。 

ア 間接補助金交付先の公募 

イ 間接補助金の交付（交付申請書の審査から間接補助金の支払いまでを含む。） 

ウ 間接補助金の交付決定を受けた者（以下「間接補助事業者」という。）の  

指導監督 

エ 間接補助事業に対する問合せ等への対応 



オ 上記に関する付帯業務 

 ⑸ 間接補助事業者の指導監督 

ア 補助事業者は、間接補助事業の実施状況を把握し、間接補助事業者に対し

て間接補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要な報告を求める

とともに、それにより得た情報を適時適切に市長に報告するものとする。 

イ 補助事業者は、間接補助事業の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生じ、

又は生ずるおそれがあると認められる場合には、市長に速やかに報告すると

ともに、その指示を仰ぎ、間接補助事業者に対して必要な改善を指導するも

のとする。 

 ⑹ 交付の条件 

ア 間接補助事業者は、間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産

（以下「取得財産等」という。）について、管理するための台帳を備え、間

接補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付

金の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

イ 取得財産のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

（昭和３０年政令第２５５号）第１３条第４号及び第５号の規定に基づき環

境大臣が定める処分を制限する財産は、取得財産等の取得価格が単価２００

千円以上の機械及び器具、備品及びその他重要な財産とする。 

ウ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７

９号）第２２条に定める取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める期間と

する。 

エ 間接補助事業者は、市長の承認を受けないで、前項で定める期間を経過す

るまで、取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、担保に供し、又は取壊し（廃棄を含む。）を行ってはならない。 

  なお、財産処分に関する承認申請、承認条件その他必要な事務手続につい

ては、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について（平成

２０年５月１５日付環境会発第０８０５１５００２号大臣官房会計課長通知。

以下「財産処分承認基準」という。）に基づき行うものとする。また、財産処

分承認基準第４に定める財産処分納付金について、別途指定する期限内に納

付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民

法（明治２９年法律第２９号）第４０４条第１項の規定による法定利率によ

り計算した延滞金を徴するものとする。 

オ 交付対象事業の完了によって間接補助事業者に相当の収益が生ずると認め

られる場合には、交付金の交付の目的に反しない場合に限り、交付対象事業

の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、交付金の全部又は一

部に相当する金額を間接補助事業者に納付させることができる。 

カ 間接補助事業者は、間接補助金について経理を明らかにする帳簿（電磁

的記録による保管が可能なものを含む）を作成し、間接補助事業の完了の翌

年度から起算して５年間保存しなければならない。ただし、取得財産等につ

いて上記イで定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台

帳その他関係書類を保存しなければならない。 



 

４ その他 

補助事業者は、交付要綱又はこの実施要領（以下「交付要綱等」という。）に

疑義が生じたとき、交付要綱等により難い事由が生じたとき、あるいは交付要

綱等に記載のない細部事項が生じたときについては、市長に速やかに報告し、

その指示に従うものとする。 

 

附 則 

この実施要領は、令和７年１１月２５日から施行する。 


